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○教育課程・授業方法の改革（アクティブ・ラーニングの視点からの
授業改善、教科等を越えたカリキュラム・マネジメント）への対応

○英語、道徳、ICT、特別支援教育等、新たな課題への対応
○「チーム学校」の実現

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について
（答申のポイント）

背景

中堅段階
「チーム学校」の一員とし
て専門性を高め、連携・
協働を深める時期

ベテラン段階
より広い視野で役割を果

たす時期

【初任研改革】

• 初任研運用方針の見直し（校内研修の重視・校外研修の精選）
• ２，３年目など初任段階の教員への研修との接続の促進

【十年研改革】

• 研修実施時期の弾力化
• 目的・内容の明確化（ミドルリーダー育成）

現職研修の改革

○ 養成・採用・研修を通じた方策～「教員は学校で育つ」との考えの下、教員の学びを支援～

【現職研修を支える基盤】

【継続的な研修の推進】

• 校内の研修リーダーを中心とした体制作りなど校内研修推進のための支援等の充実
• メンター方式の研修（チーム研修）の推進
• 大学、教職大学院等との連携、教員育成協議会活用の推進
• 新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）やアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善
等に対応した研修の推進・支援

• （独）教員研修センターの機能強化（研修ネットワークの構築、調査・分析・研究開発を担う全国的な拠点の整備）
• 教職大学院等における履修証明制度の活用等による教員の資質能力の高度化
• 研修機会の確保等に必要な教職員定数の拡充
• 研修リーダーの養成、指導教諭や指導主事の配置の充実

【研修】
○教員の学ぶ意欲は高いが多忙で時間確保が困難

○自ら学び続けるモチベーションを維持できる環境整備
が必要

○アクティブ・ラーニング型研修への転換が必要

○初任者研修・十年経験者研修の制度や運用の見直し
が必要

【採用】

○優秀な教員の確保のための求める教員像の明
確化、選考方法の工夫が必要

○採用選考試験への支援方策が必要

○採用に当たって学校内の年齢構成の不均衡の
是正に配慮することが必要

【養成】

○「教員となる際に最低限必要な基礎的・基盤的
な学修」という認識が必要

○学校現場や教職に関する実際を体験させる機会
の充実が必要

○教職課程の質の保証・向上が必要

○教科・教職に関する科目の分断と細分化の改善
が必要

主な課題

具体的方策

【免許】○義務教育学校制度の創設や学校現場における多様な人材の確保が必要

【全般的事項】
○大学等と教育委員会の連携のための具体的な制度的枠組みが必要
○幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の特徴や違いを踏まえ、制度設計を進めていくことが重要
○新たな教育課題（アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、ICTを用いた指導法、道徳、英語、特別支援教育）に対応した養成・研修が必要

○ 学び続ける教員を支えるキャリアシステムの構築のための体制整備
・ 教育委員会と大学等との協議・調整のための体制（教員育成協議会）の構築
・ 教育委員会と大学等の協働による教員育成指標、研修計画の全国的な整備
・ 国が大綱的に教員育成指標の策定指針を提示、教職課程コアカリキュラムを関係者が共同で作成
（グローバル化や新たな教育課題などを踏まえて作成）

養成段階
「学び続ける教師」の基礎
力を身につける時期

• 新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）やアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善
等に対応した教員養成への転換

• 学校インターンシップの導入（教職課程への位置付け）
• 教職課程に係る質保証・向上の仕組み（教職課程を統括する組織の設置、教職課程の評価の
推進など）の促進

• 「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の統合など科目区分の大くくり化

養成内容の改革

【管理職研修改革】

• 新たな教育課題等に対応したマネジメント力の強化
• 体系的・計画的な管理職の養成・研修システムの構築

採用段階 採用段階の改革
• 円滑な入職のための取組（教師塾等の普及）
• 教員採用試験の共同作成に関する検討
• 特別免許状の活用等による多様な人材の確保

○社会環境の急速な変化
○学校を取り巻く環境変化
・大量退職・大量採用→年齢、経験年数の不均衡による弊害
・学校教育課題の多様化・複雑化

１～数年目
教職の基盤を固める時期

教員育成指標
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中教審３答申（平成27年12月21日）における 
学校安全に関する記載（一部抜粋） 

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について 

～学び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申） 

 

２．これからの時代の教員に求められる資質能力 

 学校を取り巻く課題は極めて多種多様である。・・・従来指摘されている課題に加

え，さきに述べた新しい時代に必要な資質能力の育成，そのためのアクティブ・

ラーニングの視点からの授業改善や道徳教育の充実，小学校における外国語教

育の早期化･教科化，ICTの活用，インクルーシブ教育システムの構築の理念を踏

まえた，発達障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒等への対応，学校安

全への対応，幼小接続をはじめとした学校間連携等への対応など，新たな教育課

題も枚挙にいとまがなく，一人の教員がかつてのように，得意科目などについて学

校現場で問われる高度な専門性を持ちつつ，これら全ての課題に対応することが

困難であることも事実である。 

 

４．改革の具体的な方向性 

（４）新たな教育課題に対応した教員研修・養成 

・ 東日本大震災をはじめとした自然災害や学校管理下における事件・事故災害が

繰り返し発生している現状から，全ての教職員が災害発生時に的確に対応できる

素養（知識・技能等）を備えおくことが求められている。このため，学校安全につい

て，教員のキャリアステージに応じた研修や独立行政法人教員研修センターにお

ける研修と連動した各地方公共団体における研修を充実させる必要がある。 

・ 地方創生や起業体験など新しい観点を踏まえたキャリア教育，生徒指導や自然

体験活動の充実，学校安全への対応，幼小接続をはじめとした学校間連携等も

課題とされているところであり，教職課程においてその取扱いの充実を図るべきで

ある。 
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チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申） 
 

１．「チームとしての学校」が求められる背景 

（２）複雑化・多様化した課題を解決するための体制整備 

 （新たな教育課題への対応） 

  保護者や地域住民の期待に応えるため，土曜日の教育活動への取組や通学路

の安全確保対策，感染症やアレルギー対策のような新しい健康問題への対策も

求められている。 
 

２．「チームとしての学校」の在り方 

（１）「チームとしての学校」を実現するための３つの視点 

 ③教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備 

 （教育委員会等による支援） 

  教職員が安心して教育活動に取り組むことができるよう，学校事故や訴訟が提

起された場合など，法令に基づく専門的な対応が必要な事項や子供の安全管理

など専門知識等に基づく対応が必要な事項に関し，教育委員会において学校や

教職員を支援する体制の整備が重要である。 
 

（２）「チームとしての学校」と家庭，地域，関係機関との関係 

 （学校と地域との連携・協働） 

  子供の安全を確保する観点からも組織的かつ継続的に子供の安全確保に取り

組むなど，地域との連携・協働やボランティア等の地域人材との連携・協働は欠か

すことのできないものであり，引き続き取組を進めていく必要がある。 

 （「チームとしての学校」と関係機関等との連携・協働） 

  従来から，学校は，生徒指導や子供たちの健康や安全，青少年の健全育成等

の観点から警察，消防，保健所，児童相談所等の関係機関との連携に取り組ん

できたところであるが，「チームとしての学校」と関係機関との連携・協働について，

組織的な取組を進めていく必要がある。 

 15 



新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と 

地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について（答申） 
 

第１章 時代の変化に伴う学校と地域の在り方について 

第２節 これからの学校と地域の連携・協働の在り方 

１．これからの学校と地域の目指すべき連携・協働の姿 

（２）子供も大人も学び合い育ち合う教育体制の構築 

 子供たちや学校の抱える様々な課題に対応していくためにも，また，子供たちの

生命や安全を守っていくためにも，子供を軸に据え，様々な関係機関や団体等が

ネットワーク化を図り，子供たちを支える一体的・総合的な教育体制を構築してい

くことが重要である。 

 

第２章 これからのコミュニティ・スクールの在り方と総合的な推進方策について 

第３節 コミュニティ・スクールの総合的な推進方策 

◆コミュニティ・スクールをはじめとした地域とともにある学校づくりの魅力 

 （子供にとっての魅力） 

 ・ 防災・防犯等の観点からも，平素からの学校と地域の人々との関係づくりが，

子供たちの命や安全を守ることにつながる。 

 （地域住民にとっての魅力） 

 ・ 防災・防犯等の観点からも，平素からの学校と地域の人々との関係づくりが，

地域の安全を守ることにつながる。 
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平成２８年１１月２８日 

文 部 科 学 省 

国 土 交 通 省 

警 察 庁 

 

通学路の交通安全の確保に向けた取組状況 

 

平成２４年度に全国で実施した通学路の緊急合同点検結果に基づき、関係機関が

対策を進めているところですが、平成２７年度末時点の対策の実施状況を以下のとおり

取りまとめました。 

 

今後とも文部科学省、国土交通省及び警察庁が連携して、通学路の交通安全の確

保に向けた着実かつ効果的な取組を推進します。 

 

○通学路の緊急合同点検結果に基づく対策の実施状況（平成２７年度末時点） 

 
箇所数 

 

うち対策済み 

対策必要箇所（全体数） 74,483 68,931 

 

 

 

 

 

教育委員会・学校による対策箇所 29,588 29,410 

道路管理者による対策箇所 45,060 40,793 

警察による対策箇所 19,715 19,479 

  ※１ １か所につき複数の機関が対策を実施する場合があるため、各実施機関による対策箇所数

の合計は対策必要箇所（全体数）とは一致しない。また、各実施機関による対策箇所数は、

前回取りまとめ時点から一部変更されている。 

※２ 主な対策の例として、教育委員会が実施する対策に通学路の変更やボランティア等による

立ち番等、道路管理者が実施する対策に歩道の整備や路肩の拡幅等、警察が実施する対策に

信号機や横断歩道の新設等がある。 

 

参考：緊急合同点検の実施状況 

・緊急合同点検実施学校数   ２０，１６０  校 

・緊急合同点検実施箇所数   ８０，１６１箇所 

・対策必要箇所        ７４，４８３箇所 
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